
1

上
野
三
碑
と
韓
国
石
碑
文
化

―
―
日
本
と
新
羅
は
な
ぜ
統
一
国
家
建
設
に
成
功
し
え
た
の
か
の
一
側
面
―
―

熊

倉

浩

靖

一
．
日
本
列
島
に
お
け
る
固
有
の
書
記
言
語 

　
　
﹁
倭
文
体
﹂
↓
日
本
文
体
の
成
立

　
一
．一
　
上
野
三
碑
前
史
︱
や
さ
し
い
漢
文

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
確
実
に
列
島
社
会
で
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
最
古
の
文
は
四

七
一
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
埼
玉
（
さ
き
た
ま
）
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
文

（
埼
玉
県
行
田
市
）
で
、
採
字
と
釈
文
の
通
説
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

︽
採
字
︾

（
表
）
辛
亥
年
七
月
中
記 

乎
獲
居
臣 

上
祖 

名 

意
富
比
垝 
其
児 
多
加
利
足
尼

　
　
　

児 

名 

弖
已
加
利
獲
居 

其
児 

名 

多
加
披
次
獲
居 

其
児 
名 
多
沙
鬼
獲

居 

其
児 

名 

半
弖
比

（
裏
）
其
児 

名 

加
差
披
余 

其
児 

名 

乎
獲
居
臣 

世
〻
為
杖
刀
人
首 
奉
事
来

至
今 

獲
加
多
支
鹵
大
王
寺 

在
斯
鬼
宮
時 

吾
左
治
天
下 

作
此
百
練
利

刀 

記
吾
奉
事
根
原
也

︽
釈
文
︾
表
・
裏
一
連
の
文
で
、
次
の
よ
う
に
読
み
下
せ
る
。

　

辛
亥
年
七
月
中
記
す
。

　

乎
獲
居
（
を
わ
け
）
臣
。
上
祖 

名 

意
富
比
垝
（
お
ほ
ひ
こ
）、
其
の
児 

多
加

利
足
尼
（
た
か
り
す
く
ね
）、
其
の
児 

名 

弖
已
加
利
獲
居
（
て
よ
か
り
わ
け
）、

其
の
児 

名 

多
加
披
次
獲
居
（
た
か
は
し
わ
け
）、
其
の
児 

名 

多
沙
鬼
獲
居

（
た
さ
き
わ
け
）、
其
の
児 

名 

半
弖
比
（
は
て
ひ
）、
其
の
児 

名 

加
差
披
余

（
か
さ
は
よ
）、
其
の
児 

名 

乎
獲
居
臣
。

　

世
〻
杖
刀
人
の
首
と
為
て
奉
事
来
り
今
に
至
る
。
獲
加
多
支
鹵
（
わ
か
た
け

る
）
大
王
の
寺 

斯
鬼
（
し
き
）
宮
に
在
る
時
、
吾
、
治
天
下
を
左
（
た
す
）

け
、
此
の
百
練
の
利
刀
を
作
ら
せ
、
吾
が
奉
事
の
根
原
を
記
す
也
。

　

「
乎
獲
居
臣
」
と
い
う
人
物
の
始
祖
以
来
の
系
譜
と
、
そ
の
氏
あ
る
い
は
家
系

が
世
々
「
杖
刀
人
」
と
呼
ば
れ
る
役
の
「
首
」
つ
ま
り
頭
と
し
て
大
王
に
仕
え
て

き
た
。
そ
し
て
「
獲
加
多
支
鹵
大
王
」
の
「
寺
」
と
記
さ
れ
る
館
が
「
斯
鬼
宮
」

に
あ
る
時
、
大
王
の
「
治
天
下
を
左
け
」
て
、
こ
の
刀
を
作
ら
せ
、
仕
え
て
き
た

「
奉
事
の
根
原
」
を
記
し
た
と
い
う
内
容
が
読
み
取
れ
る
。

　

人
名
・
地
名
と
思
わ
れ
る
部
分
は
万
葉
仮
名
方
式
だ
が
、
文
全
体
は
漢
文
の
並

び
で
、「
〇
〇
の
児
、
そ
の
名
は
〇
〇
」
と
続
く
と
こ
ろ
以
外
は
文
字
の
並
び
の

ま
ま
に
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
割
に
は
読
み
や
す
い
。
こ
こ

に
、
こ
の
鉄
剣
銘
文
の
特
徴
が
あ
る
。

　

同
時
代
（
四
七
八
年
）
同
じ
大
王
と
見
ら
れ
る
倭
王
武
の
宋
へ
の
上
表
文
と
比

較
す
れ
ば
、
現
代
日
本
人
に
も
読
み
や
す
い
「
や
さ
し
い
漢
文
」
で
あ
る
。
同
時

代
の
江
田
船
山
古
墳
出
土
鉄
刀
銘
（
熊
本
県
和
水
市
）
も
隅
田
八
幡
神
社
画
像
鏡

（
和
歌
山
県
橋
本
市
）
も
同
様
の
「
や
さ
し
い
漢
文
」
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
一
．二
　
転
換
点
と
な
っ
た
七
世
紀
半
ば

　

表
１
の
通
り
、
今
の
と
こ
ろ
、
六
世
紀
代
は
金
石
文
史
料
が
ほ
と
ん
ど
見
つ

か
っ
て
お
ら
ず
、
七
世
紀
に
入
る
と
、
仏
像
の
造
像
名
が
書
か
れ
出
し
、
七
世
紀
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の
半
ば
か
ら
金
石
文
は
爆
発
的
に
増
え
て
い
く
。「
や
さ
し
い
漢
文
」
が
日
本
語

表
記
に
一
歩
大
き
く
近
づ
く
の
も
七
世
紀
半
ば
か
ら
で
あ
る
。
法
隆
寺
金
堂
の
四

天
王
像
の
う
ち
の
広
目
天
・
多
聞
天
の
光
背
銘
文
と
、
法
隆
寺
献
納
宝
物
で
あ
る

辛
亥
年
銘
観
音
菩
薩
像
の
台
座
銘
文
が
そ
れ
に
当
る
。

　

法
隆
寺
金
堂
の
木
造
広
目
天
・
多
聞
天
造
像
銘
は
文
が
短
く
「
や
さ
し
い
漢

文
」
の
枠
内
の
可
能
性
も
高
く
、
年
代
も
推
定
だ
が
、
辛
亥
年
銘
を
持
つ
観
音
菩

薩
像
台
座
銘
は
作
成
年
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
六
五
一
年
で
あ
る
。

︽
採
字
︾
辛
亥
年
七
月
十
日
記 

笠
評
君 

名 

左
古
臣 

辛
丑
日
崩
去 

辰
時 

故
児

在 

布
奈
太
利
古
臣 
又 

伯
在 

□
古
臣
二
人
乞
願

　

何
時
書
い
た
か
か
ら
始
め
「
笠
評
君 

名 

左
古
臣
」
と
続
い
て
い
く
と
こ
ろ
は

埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
の
銘
文
に
似
て
い
る
が
、
文
全
体
は
頭
か
ら
語
順
の

ま
ま
に
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

︽
釈
文
︵
読
み
下
し
︶︾

　

辛
亥
年
七
月
十
日
記
す
。
笠
評
君
（
か
さ
の
こ
ほ
り
の
き
み
）
名
は
左
古
臣

（
さ
こ
の
お
み
）
辛
丑
日
崩
去
。
辰
時
、
故
児
在
（
な
）
る
布
奈
太
利
古
（
ふ
な

た
り
こ
）
臣
、
又
、
伯
在
る
□
古
臣
、
二
人
乞
願
（
心
で
造
っ
た
観
音
菩
薩
で
あ

る
）

　

「
崩
去
」「
辰
時
」「
故
児
」
は
訓
読
み
・
音
読
み
の
判
断
が
つ
き
か
ね
る
が
、

笠
評
君
は
明
ら
か
に
訓
読
み
で
あ
る
。「
笠
評
」
は
丹
波
国
加
佐
郡
の
大
宝
令
以

前
の
書
き
方
で
、
辛
亥
年
が
七
〇
一
年
以
前
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
「
辰
時
」
と
い
う
表
現
で
、「
辰
」
に
は
「
時
」
を
表
す
意

味
、
特
に
干
支
一
巡
を
示
す
使
わ
れ
方
が
あ
り
、「
辰
時
」
で
死
去
の
日
か
ら
干

支
一
巡
六
十
日
を
経
た
同
じ
辛
丑
日
に
こ
の
像
を
造
っ
た
、
そ
の
日
は
七
月
十
日

辛
丑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
漢

文
世
界
に
通
じ
て
い
な
が
ら
、
和
文
脈
で
書
い
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　
一
．三
　
山
上
碑
の
時
代
︱﹁
倭
文
体
﹂︵
日
本
語
︶
で
の
表
現
が
爆
発
的
に
登
場

　

表
１
の
通
り
、
上
野
三
碑
の
嚆
矢
・
山
上
碑
建
立
の
六
八
一
年
前
後
か
ら
、
漢

字
・
漢
文
か
ら
工
夫
し
て
日
本
語
を
表
す
文
字
と
し
文
を
作
る
営
み
（
倭
文
体
）

表１　金石文と表記の流れ

５世紀半ば 文体 稲荷台１号墳出土鉄剣銘文 千葉県市川市

471 辛亥年 「やさしい漢文」 埼玉稲荷山古墳出土鉄剣銘 埼玉県行田市

５世紀後半 「やさしい漢文」 江田船山古墳出土鉄刀銘 東京国立博物館

503 癸未年 「やさしい漢文」 隅田八幡神社人物画像鏡 和歌山県橋本市

６世紀半ば 岡田山１号墳出土鉄刀銘文 島根県松江市

570 庚寅年 元岡古墳群Ｇ６号古墳出土鉄製大刀 福岡市西区

607 丁卯年 和文脈・後刻か 法隆寺金堂薬師如来像光背銘 奈良県斑鳩町

623 癸未年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦如来像光背銘 奈良県斑鳩町

628 戊子年 漢文脈 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘 奈良県斑鳩町

推定650 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺金堂木造広目天・多聞天造像銘 奈良県斑鳩町

650前後 和文脈（万葉仮名表記） 歌木簡（難波宮跡出土） 大阪市中央区

651 辛亥年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物金銅観音菩薩像台座銘 東京国立博物館

654 甲寅年 漢文脈 法隆寺献納宝物釈迦像台座銘 東京国立博物館

658 戊午年 漢文脈 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘 東京・根津美術館

666 丙寅年 「やさしい漢文」または和文脈 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘 東京国立博物館

668 戊辰年 漢文脈・後刻か 船王後墓誌 東京・三井記念美術館

677 丁丑年 漢文脈・後刻か 小野毛人墓誌 京都市左京区

680前後 和文脈
宣命体木簡出始める

柿本人麻呂歌集の略体歌・非略体歌の推定年代

681 辛巳年 和文脈 山上碑 群馬県高崎市

680前後以降 壬午年・壬辰年は和文脈 法隆寺命過幡 奈良県斑鳩町等

686? 降婁 漢文脈 長谷寺法華説相図 奈良県

692 壬辰年 「やさしい漢文」または和文脈 出雲国鰐淵寺観音菩薩台座銘 島根県出雲市

694 甲午年 和文的表現を含む漢文脈 法隆寺銅板造像記 奈良県斑鳩町

700 庚子年 混交 那須国造碑 栃木県大田原市

702 壬歳次攝提格　和文脈 豊前国長谷寺観音菩薩像台座銘 大分県中津市
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が
至
る
所
で
爆
発
的
に
増
え
て
い
く
。

　

典
型
的
な
例
と
し
て
滋
賀
県
野
洲
市
西
河
原
発
掘
の
西
河
原
森
ノ
内
第
２
号
木

簡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
木
簡
自
体
に
は
年
次
記
載
が
な
い
が
、
一
緒
に
出
土
し
た
他

の
資
料
や
「
さ
と
」
を
「
五
十
戸
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
製
作
年
代
は
六

七
〇
年
代
半
ば
か
ら
六
八
〇
年
代
半
ば
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

︽
採
字
︾
椋
直
傳
之 

我
持
往
稲
者 

馬
不
得
故 

我
者
反
来
之 

故 

是 

汝 

卜
部

自
舟
人
率
而
可
行
也 

其
稲
在
処
者 

衣
知
評 

平
留
五
十
戸 

旦
波
博
士

家

︽
釈
文
︾「
不
得
（
え
ず
）」「
可
行
（
ゆ
く
べ
き
）」
の
よ
う
な
漢
文
の
定
型
的
な

表
現
を
も
活
用
し
な
が
ら
、
順
の
ま
ま
に
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　
　

椋
直
（
く
ら
の
あ
た
ひ
）
傳
之
。
我
、
持
ち
往
く
稲
者
、
馬
を
不
得

（
え
ず
）
故
、
我
者
反
り
来
之
。
故
、
是
れ
汝
、
卜
部
（
う
ら
べ
）、
自

ら
舟
人
を
率
ひ
而
（
て
）
可
行
（
ゆ
く
べ
き
）
也
。
其
の
稲
在
る
処

者
、
衣
知
評
（
え
ち
の
こ
ほ
り
）
平
留
（
へ
る
）
の
五
十
戸
（
さ
と
）

の
旦
波
博
士
（
た
に
は
の
ふ
み
よ
み
）
の
家
。

　

椋
直
と
い
う
人
物
が
卜
部
と
い
う
人
物
に
「
渡
す
稲
を
持
っ
て
行
っ
た
が
馬
を

得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
衣
知
評
平
留
五
十
戸
（
愛
知
郡
平
流
郷
）
の
旦
波
博
士

の
家
に
置
い
て
帰
っ
た
。
君
は
、
自
ら
舟
と
人
を
用
意
し
て
、
そ
の
稲
を
運
ん
で

ほ
し
い
」
と
い
う
伝
言
で
あ
る
。
木
簡
ら
し
い
使
わ
れ
方
と
言
え
よ
う
。

　

東
京
国
立
博
物
館
の
法
隆
寺
献
納
宝
物
中
に
七
世
紀
末
の
製
作
と
見
ら
れ
る
幡

が
三
点
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
壬
午
年
（
六
八
二
）
と
壬
辰
年
（
六
九

二
）
の
幡
は
「
倭
文
体
」
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
読
み
下
せ
る
。

︽
採
字
︾
壬
午
年
二
月　

飽
波
書
刀
自
入
奉
者
田
也

︽
釈
文
︾
壬
午
年
二
月　

飽
波
（
あ
く
な
み
の
里
）
の
書
刀
自
（
ふ
み
と
じ
）、

　
　
　
　

入
れ
奉
る
者
田
（
は
た
）
也

︽
採
字
︾
壬
辰
年
二
月
廿
日　

満
得
尼
為
誓
願
作
奉
幡

︽
釈
文
︾
壬
辰
年
二
月
廿
日　

満
得
尼
の
為
に
誓
願
（
こ
ひ
ち
か
）
ひ
作
り
奉
る

　
　
　
　

幡
（
は
た
）

　

こ
の
よ
う
に
、「
倭
文
体
」
を
書
く
試
み
は
列
島
各
地
で
同
時
並
行
的
に
、
そ

れ
も
、
碑
、
幡
、
木
簡
、
造
像
銘
と
、
様
々
な
素
材
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
．
最
古
の
﹁
倭
文
体
﹂
石
碑
︵
上
野
三
碑
︶
と 

　
　
韓
半
島
石
碑
文
化

　

山
上
碑
・
多
胡
碑
・
金
井
沢
碑
か
ら
な
る
上
野
三
碑
は
半
径
一
・
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
時
代
差
半
世
紀
の
間
に
建
て
ら
れ
た
日
本
最
古
の
石
碑
群
で
あ
る
。

　
二
．一
　
山
上
碑
と
韓
半
島
石
碑
文
化

　

山
上
碑
は
次
の
よ
う
に
採
字
さ
れ
、
語
順
の
ま
ま
に
読
み
下
せ
る
。

︽
採
字
︾
辛
己
歳
集
月
三
日
記

　
　
　
　

佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此

　
　
　
　

新
川
臣
児
斯
多
〻
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児

　
　
　
　

長
利
僧
母
為
記
定
文
也　

放
光
寺
僧

︽
釈
文
︾
辛
己
（
＝
巳
）
歳
（
か
の
と
み
の
と
し
）
集
月
三
日
記
す
。

　
　
　
　

佐
野
三
家
（
さ
の
の
み
や
け
）
と
定
賜
（
さ
だ
め
た
ま
）
は
る
健
守
命

（
た
け
も
り
の
み
こ
と
）
の
孫
、
黒
賣
刀
自
（
く
ろ
め
と
じ
）、
此
（
こ

れ
）
を
、

　
　
　
　

新
川
臣
（
に
ひ
か
は
の
お
み
）
の
児
、
斯
多
〻
足
尼
（
し
た
だ
み
の
す

く
ね
）
の
孫
、
大
児
臣
（
お
ほ
ご
の
お
み
）
が
娶
（
め
と
）
り
て
生
む

児

　
　
　
　

長
利
僧
（
な
が
と
し
の
ほ
ふ
し
）、
母
の
為
に
記
し
定
む
る
文
也
。
放

光
寺
の
僧

　

辛
巳
歳
は
六
八
一
年
。
完
全
な
形
で
現
存
す
る
日
本
最
古
の
石
碑
で
あ
る
。
碑

は
、
そ
の
場
で
読
み
継
が
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
形
で
他
の
金
石
文
と

一
線
を
画
す
。
す
な
わ
ち
、
読
み
合
う
こ
と
の
で
き
る
層
の
存
在
を
前
提
と
す

る
。
本
学
紀
要
37
な
ど
で
詳
述
し
た
が
、
佐
野
、
新
川
、
大
児
は
現
在
の
群
馬
各
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地
に
名
を
残
し
、
放
光
寺
は
、
前
橋
市
西
部
に
所
在
す
る
山
王
廃
寺
と
呼
ば
れ

る
、
七
世
紀
後
半
代
の
群
馬
最
大
の
寺
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て
い
る
。

　

碑
の
形
は
自
然
石
で
、
そ
の
形
は
、
韓
国
最
古
の
石
碑
で
あ
る
浦
項
中
城
里
新

羅
碑
（
五
〇
一
年
、
慶
尚
北
道
浦
項
市
、
韓
国
国
宝
三
一
八
号
）
や
壬
申
誓
記
石

（
六
一
二
年
？　

韓
国
国
立
慶
州
博
物
館
蔵
、
韓
国
国
宝
一
四
一
一
号
）
に
酷
似

し
て
い
る
。
ま
た
、
辛
の
字
体
は
「
立
」
に
「
十
」
で
は
な
く
「
立
」
に
「
複
十

字
」
だ
が
、
こ
の
字
体
は
南
山
新
城
碑
（
五
九
一
年
、
韓
国
国
立
慶
州
博
物
館

蔵
）
に
先
駆
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
山
上
碑
建
立
の
地
は
上
野
国
片
岡
郡

（
後
、
多
胡
郡
）
山
部
里
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
新
羅
系
渡
来
氏
族
・
秦
氏
が
い
た

こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
倭
文
と
新
羅
文
と
の
構
文
構
造
が
類
似
し
て

い
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
上
碑
の
文
体
は
壬
申
誓
記
石
の
文
体
に
よ
く
似

て
い
る
。

　

ち
な
み
に
壬
申
誓
記
石
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
日
本
語
で
も
、
文
の
並
び
の
ま

ま
に
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

︽
採
字
︾
壬
申
年
六
月
十
六
日
二
人
幷
誓
記 

天
前
誓 
今
自

　
　
　
　

三
年
以
後
忠
道
執
持
過
失
无
誓 

若
此
事
失

　
　
　
　

天
大
罪
得
誓
若
國
不
安
大
乱
世
可
容

　
　
　
　

行
誓
之 

又
別
先
辛
未
年
七
月
廿
二
日
大
誓

　
　
　
　

詩
尚
書
礼
傳
倫
得
誓
三
年

《
釈
文
》（
日
本
語
で
の
読
み
下
し
例
）

　
　
　
　

壬
申
年
六
月
十
六
日
、
二
人
幷
（
な
ら
び
）
に
誓
記
す
。
天
前
に
誓
ふ
。

　
　
　
　

今
自
（
よ
り
）
三
年
以
後
、
忠
道
を
執
持
し
過
失
无
（
な
）
き
を
誓
ふ
。

　
　
　
　

若
し
此
の
事
を
失
は
ば
天
の
大
罪
を
得
る
を
誓
ふ
。

　
　
　
　

若
し
國
不
安
、
大
乱
の
世
あ
ら
ば
、
可
容
（
な
す
べ
き
）
を
行
ふ
を
誓

之
。

　
　
　
　

又
、
別
に
先
の
辛
未
年
七
月
廿
二
日
、
大
い
に
誓
ふ
。
詩
（
経
）・
尚

書
・
礼
（
記
）・（
春
秋
左
）
傳
の
倫
（
み
ち
）
を
得
る
を
誓
ふ
、
三
年
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
碑
自
体
が
中
国
及
び
韓
国
の
文
化
で
あ
り
、
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
も
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
中
国
な
い
し
韓
国
産
で
日
本
に
運
ば
れ
た
も
の

は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
形
を
含
め
て
石
碑
と
い
う
文
化
が
思
想
と
し
て
日
本
に

伝
え
ら
れ
、
山
上
碑
で
形
と
な
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
な
か
で
、
日
本
最
古
の
石
碑
が
、
皇
帝
や
王
の
命
令
で
も
功
成
っ
た
貴
族

や
将
軍
の
顕
彰
碑
で
も
な
く
、
一
介
の
個
人
が
自
ら
を
育
て
て
く
れ
た
母
へ
の
感

謝
を
記
し
て
い
る
点
は
、
日
本
列
島
の
石
碑
文
化
ひ
い
て
は
日
本
社
会
の
社
会
的

特
質
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
．二
　
多
胡
碑
と
韓
半
島
石
碑
文
化

　

多
胡
碑
は
角
柱
状
に
整
え
ら
れ
て
笠
石
を
載
せ
る
が
、
笠
石
を
載
せ
る
形
状
は

五
六
八
年
の
磨
雲
嶺
碑
（
新
羅
真
興
王
巡
狩
碑
）
や
那
須
国
造
碑
（
栃
木
県
大
田

原
市
、
七
〇
〇
年
）
に
類
似
し
、
角
柱
状
は
四
一
四
年
の
高
句
麗
好
太
王
碑
を
思

わ
せ
る
。
前
・
後
半
三
行
ず
つ
の
計
六
行
で
次
の
よ
う
に
採
字
さ
れ
て
い
る
。

︽
前
三
行
︾
弁
官
符
上
野
國
片
𦊆
郡
緑
野
郡
甘

　
　
　
　
　

良
郡
并
三
郡
内
三
百
戸
郡
成
給
羊

　
　
　
　
　

成
多
胡
郡
和
銅
四
年
三
月
九
日
甲
寅

︽
後
三
行
︾
宣
左
中
弁
正
五
位
下
多
治
比
真
人

　
　
　
　
　

太
政
官
二
品
穂
積
親
王
左
太
臣
正
二

　
　
　
　
　

位
石
上
尊
右
太
臣
正
二
位
藤
原
尊

「
𦊆
」
は
「
岡
」
の
当
時
の
書
体
で
、
高
句
麗
好
太
王
碑
、
翌
年
四
一
五
年
の
青

銅
製
壺
杅
（
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
）、
六
九
四
年
の
法
隆
寺
金
堂
観
音
像
造

像
記
銅
板
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
法
隆
寺
金
堂
観
音
像
は
百
済
系
渡
来
人
の
作
で

あ
り
、
多
胡
郡
に
は
新
羅
系
渡
来
人
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
高
句
麗
・
百

済
・
新
羅
・
倭
を
つ
な
ぐ
文
字
と
言
え
る
。

　

ま
た
穂
積
の
文
字
は
禾
偏
で
は
な
く
示
偏
で
書
か
れ
て
お
り
、
穂
積
親
王
を
神

と
見
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
石
上
尊
・
藤
原
尊
の
表
現
も
そ
れ
に
準
ず
る
。

　

前
半
の
内
容
は
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
三
月
辛
亥
（
六
日
）

条
「
割
キ
二

上
野
國
甘
良
郡
（
か
む
ら
の
こ
ほ
り
）
織
裳
（
お
り
も
）・
韓
級
（
か

ら
し
な
）・
矢
田
・
大
家
（
お
ほ
や
け
）、
緑
野
（
み
ど
の
）
郡
武
美
（
む
み
）、

片
岡
郡
山
（
や
ま
）
等
六
郷
ヲ
一

、
別
置
ク
二

多
胡
郡
ヲ
一

」
と
符
合
す
る
が
、
日
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付
・
郡
の
記
載
順
序
な
ど
微
妙
な
と
こ
ろ
で
の
違
い
が
目
立
つ
。

　

特
に
『
続
日
本
紀
』
が
郷
名
で
新
た
な
多
胡
郡
と
な
っ
た
地
域
を
示
す
の
に
対

し
、
多
胡
碑
は
「
三
百
戸
」
と
家
族
単
位
で
成
立
し
た
郡
域
を
刻
み
、『
続
日
本

紀
』
が
「
割
…
別
置
」
と
記
す
の
に
対
し
、
多
胡
碑
は
「
并
三
郡
内
三
百
戸
郡

成
」
と
刻
む
。
多
胡
碑
の
視
線
は
地
域
か
ら
の
視
線
で
あ
る
。

　

ま
た
碑
に
見
ら
れ
る
「
羊
」
の
文
字
は
『
続
日
本
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

『
続
日
本
紀
』
の
も
と
と
な
っ
た
太
政
官
符
に
も
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な

お
議
論
す
べ
き
課
題
が
多
い
が
、
そ
う
し
た
違
い
に
着
目
し
て
、
通
説
と
は
異
な

る
次
の
読
み
下
し
を
提
出
し
て
お
き
た
い
（
根
拠
は
本
紀
要
37
号
で
詳
述
）。

︽
前
三
行
︾（
太
政
）
官
符
を
弁
（
わ
き
ま
）
へ
、
上
野
國
の
片
𦊆
郡
、
緑
野

郡
、
甘
良
郡
、
并
（
あ
は
）
せ
て
三
郡
の
内
の
三
百
戸
は
郡
を
成

し
、
羊
を
給
は
り
多
胡
郡
と
成
る
は
和
銅
四
年
三
月
九
日
甲
寅
（
き

の
え
と
ら
）。

︽
後
三
行
︾
宣
る
は
左
中
弁
正
五
位
下
多
治
比
真
人
（
た
ぢ
ひ
の
ま
ひ
と
）、

（
知
）
太
政
官
（
事
）
は
二
品
穂
積
親
王
（
ほ
づ
み
の
み
こ
）、
左
太

（
大
）
臣
は
正
二
位
石
上
尊
（
い
そ
の
か
み
の
み
こ
と
）、
右
太

（
大
）
臣
は
正
二
位
藤
原
尊
。

　

や
さ
し
い
漢
文
の
一
例
と
見
ら
れ
る
が
、
国
家
の
命
令
（
太
政
官
符
）
を
受
け

止
め
て
新
郡
を
造
成
し
た
記
念
碑
で
あ
る
こ
と
は
、
五
七
八
年
の
戊
戌
年
銘
塢
作

碑
（
韓
国
大
邱
広
域
市
、
慶
北
大
学
校
博
物
館
蔵
）
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

︽
採
字
︾
戊
戌
年
四
月
朔
十
四
日
另
冬
里
村
高
□
塢
作
記
之
此
成
在
□

　
　
　
　

人
者
都
唯
那
寶
蔵
阿
尺
干
都
唯
那
慧
蔵
阿
尺
干

　
　
　
　

大
工
尺
仇
利
支
村
壹
利
刀
兮
貴
干
支
□
上
□
壹
□
利
干

　
　
　
　

道
尺
辰
□
生
之
□
□
村
□
□
夫
作
村
毛
令
一
伐
奈
生
一
伐

　
　
　
　

居
毛
村
伐
丁
一
伐
另
冬
里
村
沙
木
乙
一
伐
珎
得
所
利
村
也
得
失
利
一
伐

　
　
　
　

烏
珎
此
只
村
□
□
尓
一
尺
□
立
一
尺
另
所
□
一
伐
伊
叱
木
利
一
尺

　
　
　
　

伊
助
只
彼
日
此
塢
大
廣
廿
歩
高
五
歩
四
尺
長
五
十
歩
此
作

　
　
　
　

起
数
者
三
百
十
二
人
功
夫
如
十
三
日
了
作
事
之

　
　
　
　

文
作
人
壹
利
兮
一
尺

　

三
行
十
五
字
目
の
□
か
ら
四
行
十
一
字
目
の
□
ま
で
は
剥
落
が
多
い
が
全
体
的

に
は
読
み
や
す
い
。
特
に
山
上
碑
同
様
、
行
替
え
や
代
名
詞
を
効
果
的
に
使
っ
て

い
る
。
鍵
と
な
る
文
字
は
「
此
」
と
い
う
代
名
詞
で
、
両
碑
に
共
通
し
て
い
る
。

「
此
」
は
山
上
碑
の
発
明
と
思
っ
て
い
た
が
、
淵
源
は
塢
作
碑
の
よ
う
で
あ
る
。

　

「
都
唯
那
（
つ
い
な
）」
は
僧
侶
を
指
導
・
監
督
す
る
役
僧
を
指
す
と
見
ら
れ
、

『
三
国
史
記
』
雑
志
九
・
職
官
下
に
「
国
統
一
人
。
一
に
寺
主
と
云
う
。
真
興
王

十
二
年
、
高
句
麗
恵
亮
法
師
を
寺
主
と
為
す
。
都
唯
那
娘
一
人
阿
尼
大
都
唯
那
一

人
。
真
興
王
、
始
め
る
に
宝
良
法
師
を
以
て
之
と
為
す
。
真
徳
王
元
年
、
一
人
を

加
ふ
。
大
書
省
一
人
。
真
興
王
、
安
蔵
法
師
を
以
て
之
と
為
す
。
真
徳
王
元
年
、

一
人
を
加
ふ
。」（
原
漢
文
）
と
あ
る
。

　

日
本
語
で
も
、
ほ
ぼ
語
順
の
ま
ま
に
読
み
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

︽
釈
文
︾（
日
本
語
で
の
読
み
下
し
例
）

　

戊
戌
年
四
月
朔
の
十
四
日
、
另
冬
里
村
に
高
き
□
塢
（
＝
堤
）
を
作
る
を
記
之

（
し
る
す
）。
此
を
成
在
□
（
な
し
た
る
）
人
者
（
は
）
都
唯
那
の
寶
蔵
阿
尺
干

（
＝
第
六
等
官
の
阿
飡
）、
都
唯
那
の
慧
蔵
阿
尺
干
。

　

大
工
尺
（
工
事
の
総
監
督
か
）
は
仇
利
支
村
の
壹
利
刀
兮
貴
干
支
（
＝
外
位
第

十
等
官
の
貴
干
）、
□
上
□
壹
□
利
干
（
＝
外
位
第
十
三
等
官
の
干
）。

　

道
尺
（
現
場
の
施
工
管
理
者
か
）
は
辰
□
生
之
□
□
村
□
□
夫
作
村
（「
辰
〜

村
」
の
区
切
り
等
未
詳
）
の
毛
令
一
伐
（
＝
外
位
十
四
等
官
の
一
伐
）・
奈
生
一

伐
、
居
毛
村
の
伐
丁
一
伐
、
另
冬
里
村
の
沙
木
乙
一
伐
、
珎
得
所
利
村
の
也
得
失

利
一
伐
、
烏
珎
此
只
村
の
□
□
尓
一
尺
（
＝
外
位
十
五
等
官
の
一
尺
）・
□
立
一

尺
・
另
所
□
一
伐
・
伊
叱
木
利
一
尺
、

　

伊
助
只
彼
日
（
こ
の
部
分
字
義
不
明
。
人
名
か
）。
此
の
塢
の
大
廣
（
奥
行
き

か
）
廿
歩
、
高
、
五
歩
四
尺
、
長
、
五
十
歩
。
此
を
作
り
起
こ
し
（
人
の
）
数
者

（
は
）
三
百
十
二
人
。
功
夫
如
（
力
を
合
わ
せ
て
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
）
十
三

日
に
し
て
了
作
（
つ
く
り
お
え
）
し
事
之
。

　

文
作
人
は
壹
利
兮
一
尺
。
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二
．三
　
金
井
沢
碑
と
韓
半
島
石
碑
文
化

　

金
井
沢
碑
は
山
上
碑
同
様
の
自
然
石
で
、
形
状
は
昌
寧
碑
（
韓
国
慶
尚
南
道
昌

寧
郡
、
五
六
一
年
、
韓
国
国
宝
三
三
号
）
に
類
似
し
て
い
る
。「
知
識
結
」
と
い

う
言
葉
で
仏
教
を
拠
り
所
と
し
て
の
一
族
・
地
域
の
団
結
と
行
動
を
宣
言
し
て
お

り
、
九
行
一
一
二
文
字
を
刻
む
。
金
井
沢
碑
で
も
行
替
え
に
意
味
が
見
ら
れ
る
。

《
採
字
と
各
行
の
意
味
》

上
野
國
羣
馬
郡
下
賛
郷
髙
田
里
…
…
…
…
…
…
…
碑
文
作
者
の
戸
籍
な
い
し
住
所

三
家
子
□
為
七
世
父
母
現
在
父
母
…
…
…
…
…
…
碑
文
作
者
と
碑
文
作
成
の
対
象

現
在
侍
家
刀
自
他
田
君
目
頬
刀
自
又
兒
加
…
…

那
刀
自
孫
の
物
部
君
午
足
次
爪
刀
自
次
乙
爪
…
…
碑
文
作
者
に
賛
同
・
参
加
し
た

刀
自
合
六
口
又
知
識
所
結
人
三
家
毛
人
…
…
…
…
者
と
そ
の
関
係

次
知
万
呂
鍛
師
礒
部
君
身
麻
呂
合
三
口
…
…
…

如
是
知
識
結
而
天
地
誓
願
仕
奉
…
…
…
…
…
…
…
碑
文
作
成
の
目
的

石
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
碑
文
と
し
た
こ
と
の
確
認

神
龜
三
年
丙
寅
二
月
廿
九
日
…
…
…
…
…
…
…
…
碑
文
作
成
の
年
月
日

　

三
家
は
山
上
碑
の
佐
野
三
家
の
一
族
と
見
ら
れ
、
拙
著
『
上
野
三
碑
を
読
む　

増
補
版
』
で
論
証
し
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
表
記
方
法
や
宣
命
使
用
用
語
を

地
の
文
に
仏
教
用
語
を
散
り
ば
め
た
非
常
に
高
度
な
構
文
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
爪
は
馬
偏
に
爪
の
日
本
で
作
ら
れ
た
文
字
で
「
ひ
づ
め
」
と
読
む
の
が

妥
当
で
、
蹄
よ
り
も
「
ひ
づ
め
」
ら
し
い
が
、
そ
の
後
使
わ
れ
な
か
っ
た
。

　

行
替
え
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
意
識
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
読
み
下
せ
る
。

碑
文
作
者
の
戸
籍
な
い
し
住
所

　

上
野
國
羣
馬
郡
（
く
る
ま
の
こ
ほ
り
）
下
賛
郷
（
し
も
さ
の
の
さ
と
）
髙
田
里

（
た
か
だ
の
こ
ざ
と
）
の

碑
文
作
者
と
碑
文
作
成
の
対
象

　

三
家
子
□
は
、
為
ニ
二

七
世
父
母
現
在
父
母
ノ
一

碑
文
作
者
に
賛
同
・
参
加
し
た
者
と
そ
の
関
係

　

現
在
侍
（
は
べ
）
る
家
刀
自
の
他
田
君
目
頬
（
め
づ
ら
）
刀
自
、
又
、（
三
家

子
□
と
他
田
君
目
頬
刀
自
の
）
兒
の
加
那
刀
自
、（
加
那
刀
自
が
物
部
君
某
と

の
間
に
生
ん
だ
、
三
家
子
□
の
）
孫
の
物
部
君
午
足
（
う
ま
た
り
）、
次
の

（
孫
の
）
爪
刀
自
、
次
の
（
孫
の
）
乙
爪
刀
自
と
合
せ
て
六
口
、
又
、（
そ
の
）

知
識
を
所
結
（
む
す
ば
る
る
）
人
、
三
家
毛
人
（
え
み
し
、
三
家
子
□
の
弟

か
）、
次
の
（
三
家
）
知
万
呂
、
鍛
師
（
か
ぬ
ち
）
の
礒
部
（
い
そ
べ
）
君
身

麻
呂
の
合
せ
て
三
口
、

碑
文
作
成
の
目
的

　

如
是
（
か
く
）
知
識
を
結
（
む
す
び
）
而
（
て
）
天
地
に
誓
願
（
こ
ひ
ち
か
）

ひ
仕
奉
（
つ
か
へ
ま
つ
）
る

碑
文
と
し
た
こ
と
の
確
認
…
石
文

碑
文
作
成
の
年
月
日
…
…
…
神
龜
三
年
（
七
二
六
）
丙
寅
二
月
廿
九
日

　

議
す
る
課
題
は
多
い
が
、
こ
こ
に
至
れ
ば
、
書
記
言
語
「
倭
文
体
」
は
ほ
ぼ
完

成
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
．
韓
半
島
に
お
け
る
固
有
の
書
記
言
語
﹁
新
羅
文
体
﹂
↓ 

　
　
韓
国
文
体
の
成
立

　

拙
著
『
日
本
語
誕
生
の
時
代
―
上
野
三
碑
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
で
詳
述
し
た

が
、
韓
半
島
に
お
け
る
固
有
の
書
記
言
語
成
立
の
大
ま
か
な
流
れ
は
次
の
よ
う
に

整
理
さ
れ
る
。

　
三
．一
　
先
行
し
た
が
︑
漢
文
体
に
終
始
し
た
高
句
麗
・
百
済

　

楽
浪
・
帯
方
の
中
国
官
人
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
韓
半
島
諸
国
・
諸
地
域
に

お
け
る
金
石
文
は
、
四
世
紀
半
ば
の
高
句
麗
墓
誌
に
始
ま
り
、
四
〜
五
世
紀
の
金

石
文
は
高
句
麗
に
集
中
し
て
い
る
。
と
く
に
五
世
紀
代
の
高
句
麗
金
石
文
は
、
墓

誌
・
石
碑
・
蓋
付
き
の
器
と
、
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
高
句
麗

金
石
文
は
六
世
紀
ま
で
は
確
認
で
き
る
が
、
造
像
銘
と
工
事
竣
工
報
告
で
あ
る
城

壁
刻
書
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
七
世
紀
代
の
確
実
な
金
石
文
は
な
い
。

　

高
句
麗
で
は
ま
た
、
好
太
王
碑
（
四
一
四
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
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表２　高句麗・百済・新羅・倭金石文一覧
高句麗 百済 新羅 倭

357 安岳三号墳墨書墓誌

369 石上神宮七支刀

4世紀末 牟頭婁塚墨書墓誌

408 徳興里古墳墨書墓誌

414 好太王碑

415 乙卯年銘青銅製壷杅

451 延寿元年銘銀製合杅

471 埼玉稲荷山古墳鉄剣銘

5世紀後半 江田船山古墳鉄刀銘

480年代 高句麗中原碑

501 辛巳年銘浦項中城里碑

503 癸未年銘迎日冷水里碑 隅田八幡神社人物画像鏡

520 武寧王妃銀釧

524 甲辰年銘蔚珍鳳坪碑

525・529 武寧王陵買地券

536 丙辰年銘永川菁堤碑

539 延嘉七年銘金銅如来立像

545+α 赤城碑

551 明活山城碑

552～561 （城山山城木簡）

555年頃 北漢山巡狩碑

561 昌寧巡狩碑

563 癸未年銘金銅三尊像

568 黄草嶺真興王巡狩碑

568 磨雲嶺真興王巡狩碑

560年代 平壌城壁刻書

567 昌王十三季舎利龕

570 元岡古墳群 G6号古墳出土鉄製大刀
571 辛卯年銘金銅三尊像

577 丁酉年銘舎利函

～578 慶山林堂遺跡出土古碑

578 戊戌年銘塢作碑

591 南山城新城碑

608 （戊辰年銘二聖山城木簡）

610
（庚午年銘羅州伏岩里木
簡）

628 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘

639 舎利奉安記

650推定 法隆寺広目天・多聞天像銘

651 法隆寺献納宝物金銅観音像台座銘

654 法隆寺献納宝物釈迦像如来台座銘

654推定 砂宅智積造堂塔碑

658 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘

666 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘

672推定 壬申誓記石

673 癸酉年銘全氏阿弥陀仏三尊四面石像

673 癸酉年銘三尊千仏碑像

678 戊寅年銘蓮花寺四面石仏

680年前後
（宣命体・万葉仮名木簡で始める柿本人麻呂
歌集略体歌・非略体歌）

680年前後以降 （法隆寺命過幡）

680 調露二年銘宝相花文塼

681 龍朔元年銘文武王陵碑片 山ノ上碑

689 己丑年銘阿弥陀仏及諸佛菩薩像

690年前後以降

追記・後刻の造像記・墓誌の登場
丁卯年銘法隆寺薬師如来像光背銘
癸未年銘法隆寺釈迦如来光背銘？
丙寅年銘河内野中寺弥勒菩薩像光背銘
戊辰年銘船王後墓誌
丁丑年銘小野毛人墓誌

692 出雲鰐淵寺観音菩薩台座銘

694 法隆寺銅板造像記

695推定 金仁問碑

698推定 長谷寺法華説相図

700 那須国造碑

702 豊前長谷寺観音菩薩台座銘

706 神龍二年銘皇龍寺跡石塔金銅舎利函

707
文弥麻呂墓誌（以後、墓誌は8世紀を通して
陸続と造られる）

711 多胡碑

712 （『古事記』）

717 超明寺寺碑

719 開元七年銘甘山寺石造阿弥陀如来光背

720 （『日本書紀』）

723 阿波国造碑

724 開元十二年銘石刻

725 開元十三年銘上院寺梵鐘

726 金井沢碑

751 竹野王多重塔・（『懐風藻』）

753 薬師寺仏足石・仏足跡歌碑？

758？
天宝十七年銘葛項寺三層石塔造塔記
（785以降の追記・後刻の可能性大）

762 多賀城碑

766 永泰二年銘石塔

771 聖徳大王神鐘

778 宇智川磨崖碑

790 浄水寺南大門碑

800 山上多重塔
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の
層
が
漢
文
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
漢
文
体
を
内
外
の
公
用
文

体
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
独
自
の
官
職
熟
語
や
書
体
な
ど
も
散
見
さ
れ
る

が
、
高
句
麗
を
中
心
と
す
る
韓
半
島
に
飛
び
交
っ
て
い
た
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
に

治
め
て
国
語
と
す
る
動
き
は
弱
か
っ
た
。

　

た
だ
し
「
属
国
」
視
し
た
新
羅
に
対
し
て
は
、
中
原
高
句
麗
碑
（
推
定
四
八
〇

年
代
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
羅
領
内
に
飛
び
交
っ
て
い
た
こ
と
ば
を
意
識
し

た
文
体
が
垣
間
見
え
る
。

　

百
済
金
石
文
は
、
磚
（
レ
ン
ガ
）
や
瓦
の
短
文
を
除
く
と
、
比
較
的
数
が
少
な

く
、
時
代
も
飛
び
飛
び
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
他
国
で
の
伝
世
品
（
石
上
神
宮
七
支

刀
・
推
定
三
六
九
年
）
と
近
年
発
掘
資
料
（
六
〜
七
世
紀
）
に
集
中
し
て
お
り
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
漢
文
体
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
百
済
金
石
文
が
王
権
の
外
交
や
、
王
権
内
で
の
宗
教
行
事
（
葬
送
・

寺
院
等
の
建
立
）
に
関
わ
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
と
密
接
に
関
わ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
百
済
に
お
い
て
は
、
国
民
に
意
思
を
伝
え
る
、
あ
る
い
は
国
民
形
成

の
た
め
に
金
石
文
が
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
三
．二
　
最
初
か
ら
﹁
新
羅
文
体
﹂
を
意
識
し

　
　
　
　 

﹁
新
羅
文
体
﹂
↓
韓
国
文
体
を
確
立
し
た
新
羅

　

新
羅
金
石
文
は
、
六
世
紀
の
開
幕
、
智
證
麻
立
干
の
即
位
と
共
に
爆
発
的
に
現

れ
る
。
六
世
紀
だ
け
で
二
十
点
を
超
え
る
資
料
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
鏡
・
剣

銘
も
造
像
銘
も
な
く
石
碑
ば
か
り
で
あ
る
。

　

六
世
紀
新
羅
金
石
文
に
は
三
つ
の
特
色
が
う
か
が
え
る
。

　

第
一
に
、
ほ
と
ん
ど
の
石
碑
に
お
い
て
王
権
と
の
関
わ
り
が
強
く
出
て
い
る
。

　

第
二
に
、
当
初
か
ら
正
格
漢
文
で
は
な
く
「
新
羅
文
体
」
に
強
く
傾
斜
し
た
文

体
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
人
名
が
大
量
に
出
て
く
る
。
中
国
冊
封
体
制
の
外
に
あ
っ
た
こ
と

と
、
王
権
の
命
を
地
域
に
伝
え
具
現
化
す
る
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
た
め
だ
ろ

う
。

　

こ
の
過
程
は
、
高
句
麗
「
属
国
」
か
ら
の
離
脱
・
自
立
化
、
強
国
化
の
歩
み
と

軌
を
一
に
し
て
お
り
、
国
家
・
国
民
形
成
と
国
語
形
成
と
が
重
な
り
合
っ
て
進
ん

だ
様
相
が
確
認
で
き
る
。

　

智
證
麻
立
干
に
次
ぐ
法
興
王
代
は
国
制
の
整
備
を
進
め
中
国
へ
の
遣
使
を
再
開

す
る
が
（
中
国
史
料
に
よ
れ
ば
四
世
紀
に
新
羅
王
の
朝
貢
が
見
え
る
が
、
五
世

紀
、
高
句
麗
・
百
済
・
倭
が
中
国
諸
王
朝
に
競
っ
て
遣
使
し
て
い
る
の
に
対
し
新

羅
は
一
度
の
遣
使
も
な
い
）、
文
体
は
智
證
麻
立
干
代
の
「
新
羅
文
体
」
を
踏
襲

し
て
お
り
、
国
際
公
用
語
で
あ
る
漢
文
体
に
は
「
回
帰
」
し
な
か
っ
た
。
正
格
漢

文
へ
の
「
回
帰
」
が
見
ら
れ
る
の
は
次
の
真
興
王
代
（
六
世
紀
半
ば
）
で
、
中
国

冊
封
体
制
の
正
規
の
構
成
員
と
な
っ
た
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
が
一
番
重
要
な
点
と
見
ら
れ
る
が
、
真
興
王
代
を
次
ぐ
真
智

王
・
真
平
王
代
に
は
、
再
び
洗
練
さ
れ
た
「
新
羅
文
体
」
が
現
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
石
碑
は
、
王
権
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
地
域
の
人
々
に
よ
る
撰
文
・
立

表３　６世紀の新羅石碑と王代

建立年 碑名 文体 王代

501 辛巳年銘浦項中城里碑 新羅文体 智證麻立干

503 癸未年銘迎日冷水里碑 新羅文体

524 甲辰年銘蔚珍鳳坪碑 新羅文体 法興王

536 丙辰年銘永川菁堤碑 新羅文体

545＋α 赤城碑 漢文体 真興王

551 明活山城碑 漢文体

552～561 （城山山城木簡）

555年頃 北漢山巡狩碑 漢文体

561 昌寧巡狩碑 漢文体

568 黄草嶺真興王巡狩碑 正格漢文

568 磨雲嶺真興王巡狩碑 正格漢文

～578 慶山林堂遺跡出土古碑 真智王

578 戊戌年銘塢作碑 新羅文体

591 南山城新城碑 新羅文体 真平王



熊倉：上野三碑と韓国石碑文化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　―― 日本と新羅はなぜ統一国家建設に成功しえたのかの一側面 ―― 群馬県立女子大学紀要　第39号 89

碑
で
あ
っ
た
。
と
く
に
真
平
王
代
の
五
九
一
年
、
数
十
基
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ

る
一
連
の
南
山
新
城
碑
が
「
新
羅
文
体
」
で
記
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
語
・
国
民
形

成
の
一
歩
と
し
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

【
南
山
新
城
碑
（
韓
国
国
立
慶
州
博
物
館
蔵
）】

︽
採
字
︾
辛
亥
年
二
月
廿
六
日
南
山
新
城
作
節
如
法
以
作
後
三

　
　
　

年
崩
破
者
罪
教
事
為
聞
教
令
誓
事
之
阿
良
邏
頭
沙
喙

　
　
　

音
乃
古
大
舎
奴
含
道
使
沙
喙
合
親
大
舎
栄
沽
道
使
沙

　
　
　

喙
□
□
倣
知
大
舎
郡
上
村
主
阿
良
村
今
知
撰
干
漆
吐

　
　
　

□
□
知
尓
利
上
干
匠
尺
阿
良
村
末
丁
次
干
奴
含
村
次

　
　
　

□
叱
祀
干
文
尺
□
文
知
阿
尺
城
作
上
阿
良
没
奈
生
上

　
　
　

干
匠
尺
阿
漆
寸
次
干
文
尺
竹
生
次
一
伐
面
捉
上
珎
巾

　
　
　

□
面
捉
上
知
礼
次
面
捉
上
首
尓
次
干
石
捉
上
辱
厂
次

　
　
　
　

□
□
受
十
一
歩
三
尺
八
寸

　

王
都
南
の
南
山
に
新
城
を
建
設
す
る
に
際
し
て
各
地
か
ら
動
員
さ
れ
た
集
団
が

王
命
を
遵
守
し
違
反
し
た
場
合
は
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
碑
文
で
あ
る
。

　

碑
文
は
、
中
華
風
を
意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
二
十
字
八
行
を
基
本
構
成
に
、
受

持
区
間
の
一
行
を
一
字
下
げ
て
加
え
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

書
き
出
し
の
「
辛
亥
年
二
月
廿
六
日
南
山
新
城
作
節
如
法
以
作
後
三
年
崩
破
者

罪
教
事
為
聞
教
令
誓
事
之
」
は
南
山
新
城
碑
全
て
で
同
一
で
、
形
式
の
整
え
ら
れ

た
石
の
誓
約
書
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

漢
文
文
体
や
漢
字
熟
語
を
活
用
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
ほ
ぼ
字

順
通
り
に
読
む
こ
と
の
で
き
る
「
新
羅
文
体
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
漢
文
風
を
意
識
し
た
碑
面
構
成
か
ら
、
行
替
え
で
文
意
を
ま
と
め
る
と

い
う
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
文
の
区
切
り
が
分
か
り
に
く
く
、
ま
た
、
役

職
名
・
地
名
・
人
名
・
等
官
＝
官
位
が
頻
出
し
て
い
る
た
め
、
文
意
が
取
り
に
く

い
が
、
語
順
に
従
い
、
日
本
語
で
も
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

︽
釈
文
︾（
日
本
語
で
の
読
み
下
し
例
）

　

辛
亥
年
二
月
廿
六
日
、
南
山
の
新
城
を
作
る
節
（
と
き
）、
如
法
（
＝
法
に
よ

り
）、
作
後
三
年
を
以
て
崩
破
せ
者
（
ば
）
罪
と
教
事
為
（
す
）
る
を
聞
き
教
令

（
お
し
え
ら
れ
）
る
を
誓
事
之
（
す
）。
阿
良
邏
頭
（
＝
役
職
名
、
以
下
同
）
の
沙

喙
（
＝
部
族
名
、
以
下
同
）
の
音
乃
古
大
舎
（
＝
第
十
二
等
官
）、
奴
含
道
使
の

沙
喙
の
合
親
大
舎
、
栄
沽
道
使
の
沙
喙
の
□
□
倣
知
大
舎
、
郡
上
村
主
の
阿
良
村

の
今
知
撰
干
（
＝
外
位
第
十
一
等
官
の
選
干
）、
漆
吐
の
□
□
知
尓
利
上
干
（
＝

外
位
第
十
二
等
官
）、
匠
尺
の
阿
良
村
の
末
丁
次
干
（
＝
外
位
第
十
三
等
官
）、
奴

含
村
の
次
□
叱
祀
干
、
文
尺
の
□
文
知
阿
尺
（
＝
外
位
第
十
七
等
官
）、
城
作
上

の
阿
良
の
没
奈
生
上
干
、
匠
尺
の
阿
漆
寸
次
干
、
文
尺
の
竹
生
次
一
伐
（
＝
外
位

第
十
四
等
官
）、
面
捉
上
の
珎
巾
□
、
面
捉
上
の
知
礼
次
、
面
捉
上
の
首
尓
次

干
、
石
捉
上
の
辱
厂
次
。

　

□
□
受
（
＝
受
持
長
）
は
十
一
歩
三
尺
八
寸
。

　

碑
が
、
王
命
を
地
域
集
団
・
住
民
の
側
か
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
碑

文
に
王
や
高
官
が
一
切
登
場
せ
ず
、
第
十
二
等
官
の
大
舎
を
帯
び
る
者
が
三
名
確

認
で
き
る
他
は
、
全
て
王
都
外
の
有
力
者
が
得
る
外
位
で
、
そ
れ
も
第
十
一
等
官

相
当
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

正
格
漢
文
へ
の
「
回
帰
」
さ
え
を
も
梃
と
し
て
、「
国
民
」
レ
ベ
ル
で
「
新
羅

文
体
」
の
磨
き
上
げ
と
普
及
・
定
着
が
図
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
七
世
紀
に
入
る
と
、
新
羅
金
石
文
は
、
突
如
、
そ
の
姿
を
消
す
。

隋
・
唐
へ
の
急
接
近
、
漢
文
の
公
用
語
化
、
唐
服
制
の
受
容
、
唐
正
朔
（
年
号
）

の
採
用
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

　

新
羅
金
石
文
が
再
び
姿
を
現
す
の
は
、
新
羅
・
唐
連
合
軍
に
よ
る
百
済
・
高
句

麗
の
消
滅
後
の
対
唐
統
一
戦
争
の
過
程
か
ら
で
あ
る
。
六
七
三
年
の
癸
酉
年
銘
三

尊
千
仏
碑
像
を
も
っ
て
「
新
羅
文
体
」
は
ほ
ぼ
完
成
し
、
漢
文
と
洗
練
さ
れ
た

「
新
羅
文
体
」
と
が
並
存
す
る
形
と
な
っ
て
い
く
。

【
癸
酉
年
銘
三
尊
千
仏
碑
像（
韓
国
国
立
公
州
博
物
館
蔵
・
韓
国
国
宝
一
〇
八
号
）】

︽
採
字
︾
歳
在
癸
酉
年
四
月
十
五
日
香

　
　
　
　

徒
釋
迦
及
諸
佛
菩
薩
像
造

　
　
　
　

石
記　
　

是
者
爲
國
王
大

　
　
　
　

臣
及
七
世
父
母
法
界
衆
生
故
敬

　
　
　
　

造
之　

香
徒
名
□
彌
次
乃
眞
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牟
氏

上
生

□
仁
次

　
　
　
　

宣

賛
不

貮
使

□
□

　
　
　
　

□

□
□
等
二
百
五
十
人

　

倭
国
の
六
八
〇
〜
六
九
〇
年
代
の
造
像
記
に
類
似
し
た
文
体
・
内
容
で
、
お
さ

ま
り
も
良
い
。
ま
た
山
上
碑
同
様
、
空
格
に
よ
っ
て
文
と
文
の
切
れ
目
を
作
っ
て

い
る
。
明
ら
か
な
「
新
羅
文
体
」
で
、
日
本
語
で
も
次
の
よ
う
に
読
み
下
せ
る
。

︽
釈
文
︾（
日
本
語
で
の
読
み
下
し
例
）

　

歳
（
ほ
し
は
）
在
（
や
ど
る
）
癸
酉
年
四
月
十
五
日
、
香
徒
（
＝
仏
教
徒
）、

釋
迦
及
び
諸
佛
・
菩
薩
像
を
造
り
石
に
記
す
。

　

是
者
（
は
）
國
王
・
大
臣
及
び
七
世
父
母
・
法
界
衆
生
の
爲
に
、
故
、
敬
造
之

（
す
）。

　

香
徒
の
名
は
□
彌
次
乃
眞
牟
氏
大
舎
・
上
生
大
舎
・
□
仁
次
小
舎
・
□
宣
小

舎
・
賛
不
小
舎
・
貮
使
小
舎
・
□
□
□
小
舎
・
□
□
等
（
ら
）
二
百
五
十
人
。

　

六
七
三
年
と
い
う
年
は
、
新
羅
に
よ
る
対
唐
統
一
戦
争
の
最
中
で
あ
り
、
韓
半

島
が
新
羅
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
漢
文
体
・「
新
羅
文
体
」
の
両

文
体
が
並
存
し
熟
度
を
増
し
た
こ
と
は
、
韓
半
島
の
人
々
を
新
羅
国
民
と
し
て
い

く
最
大
の
力
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
新
羅
の
等
官
を
帯
び
た
多
く
の
人
物
に

よ
り
製
作
さ
れ
た
癸
酉
年
銘
三
尊
千
仏
碑
像
が
旧
・
百
済
領
内
で
発
見
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
新
羅
文
体
」
の
完
成
形
と
も
言
え
る
壬
申
誓
記
石

は
、
六
一
二
年
作
が
定
説
だ
が
、
六
七
二
年
作
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

新
羅
と
倭
国
と
で
は
、
金
石
文
を
書
き
始
め
る
段
階
で
は
、
文
体
に
違
い
が
見

ら
れ
、
中
国
冊
封
体
制
に
占
め
る
位
置
の
違
い
で
、
時
に
逆
方
向
に
文
体
の
傾
向

を
強
め
る
こ
と
も
見
ら
れ
た
が
、
両
国
が
、
韓
半
島
と
日
本
列
島
と
を
そ
れ
ぞ
れ

に
統
一
し
国
家
・
国
民
を
形
成
し
て
い
く
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の

過
程
で
は
、
実
に
よ
く
似
た
形
を
示
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

両
国
と
も
に
、
地
域
に
飛
び
交
う
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
に
治
め
る
文
体
と
漢
文

と
を
並
存
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
、
両
国
が
韓
半
島
、
日
本
列
島
の
統
一
に
成
功
し
、
以
来
一
三
〇

〇
年
を
超
え
る
日
韓
両
国
の
国
民
の
歴
史
・
国
民
の
文
化
の
礎
に
な
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
そ
の
こ
と
を
同
時
代
史
料
と
し
て
刻
む
日
韓
両
国
の
金
石
文
の
価
値
は
本

当
に
高
い
も
の
が
あ
る
。

　

付
言
す
れ
ば
、
倭
国
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
加
羅
諸
国
か
ら
は
、

今
の
と
こ
ろ
、
文
体
を
議
論
で
き
る
よ
う
な
金
石
文
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

四
︑
固
有
の
書
記
言
語
の
確
立
　
︱
新
羅
と
日
本
が 

　
　
列
島
・
半
島
そ
れ
ぞ
れ
の
統
一
を
成
し
え
た
一
つ
の
理
由

　
四
．一
　
国
家
の
成
立
は
書
き
言
葉
︵
書
記
言
語
︶
の
成
立
と
歩
を
一
に
し
て

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
列
島
に
お
い
て
も
、
韓
半
島
に
お
い
て
も
、
発
音
の
多
少

の
違
い
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
土
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
る
人
び
と
の

間
で
、
地
域
に
飛
び
交
う
こ
と
ば
を
一
意
的
に
誤
解
な
く
伝
え
合
う
形
式
に
治
め

る
、
い
わ
ば
国
語
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
と
、
統
一
国
家
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程

と
は
、
見
事
な
ま
で
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

「
は
な
し
こ
と
ば
（
音
声
言
語
）」
だ
け
の
国
語
が
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い

が
、「
は
な
し
こ
と
ば
」
を
「
は
な
し
こ
と
ば
」
と
し
て
統
一
・
固
定
し
て
い
く

こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。「
は
な
し
こ
と
ば
」
が
多
少
違
っ
て
い
て
も
、
場
合
に

よ
れ
ば
、
話
さ
れ
た
ま
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
通
じ
な
い
と
し
て
も
、
書
か
れ
れ
ば
通

ず
る
と
い
う
共
通
理
解
が
背
後
あ
る
い
は
背
骨
と
し
て
あ
っ
て
、
初
め
て
国
語
は

確
固
た
る
も
の
と
な
る
。

　

「
書
き
言
葉
（
書
記
言
語
）」
は
、
単
に
発
音
を
固
定
す
る
だ
け
の
機
能
で
は
な

い
。「
書
き
言
葉
」
と
な
っ
て
初
め
て
構
文
規
則
、
い
わ
ゆ
る
文
法
が
固
定
さ
れ

る
。「
読
む
・
書
く
・
話
す
・
聞
く
」
が
揃
っ
て
一
つ
の
言
語
宇
宙
が
成
立
す

る
。
そ
れ
が
、
国
土
を
共
有
し
て
い
る
と
感
じ
合
う
人
々
の
間
で
の
共
有
と
な
れ

ば
、
そ
の
言
語
宇
宙
を
国
語
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

国
家
も
同
様
で
、
王
権
が
い
か
に
強
力
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
家
と

は
言
え
な
い
。
宮
中
＝
内
廷
に
留
ま
る
。
朝
廷
と
い
う
言
葉
が
外
朝
内
廷
の
省
略
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表４　５～７世紀の新羅・倭の金石文と対中関係

新羅 倭

421～478 宋に度々遣使朝貢・冊封を受ける

471 埼玉稲荷山古墳鉄剣銘

５世紀後半 江田船山古墳鉄刀銘

辛巳年銘浦項中城里碑 501

癸未年銘迎日冷水里碑 503 隅田八幡神社人物画像鏡

百済に伴われて梁に初めて遣使・冊封を受けず 521

甲辰年銘蔚珍鳳坪碑 524

丙辰年銘永川菁堤碑 536

赤城碑 545+α

梁使沈約新羅着・仏舎利を届ける 549

明活山城碑 551

（城山山城木簡） 552～561

北漢山巡狩碑 555年頃

昌寧巡狩碑 561

北斉、使持節東夷校尉楽浪公新羅王に冊封 565

陳に度々朝貢・冊封を受けず 568～

黄草嶺真興王巡狩碑 568

磨雲嶺真興王巡狩碑 568

慶山林堂遺跡出土古碑 ～578

戊戌年銘塢作碑 578

南山城新城碑 591

隋、上開府楽浪郡公新羅王に冊封 594

600 以後、隋に遣使・朝貢。冊封を受けず

（戊辰年銘二聖山城木簡） 608

壬申誓記石（672の可能性がある） 612？

唐、柱國楽浪公新羅王に冊封、以後王代替わり毎に冊封 624

628 法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘

630 以後、唐に遣使・朝貢。冊封を受けず

唐より正朔（年号）と衣服を与えられる。650年より唐年号使用 648・649

650推定 法隆寺広目天・多聞天像銘

651 法隆寺献納宝物金銅観音像台座銘

654 法隆寺献納宝物釈迦像如来台座銘

654推定

658 旧観心寺蔵阿弥陀如来像光背銘

新羅・唐連合軍、百済を滅ぼす 660

663 白村江の戦い（百済救援軍、新羅・唐連合軍に大敗）

唐、新羅王を鶏林州大都督左衛大将軍新羅王に封じ韓半島を唐領化 666 法隆寺献納宝物菩薩半跏像台座銘

高句麗滅ぶ。対唐統一戦争本格化。 668 遣唐使中断。遣新羅使、頻繁となる。

癸酉年銘全氏阿弥陀仏三尊四面石像 673

癸酉年銘三尊千仏碑像 673

唐、韓半島から撤退。新羅による韓半島統一なる。 676

戊寅年銘蓮花寺四面石仏 678

680年前後 （宣命体・万葉仮名木簡出始める。柿本人麻呂歌集略体歌・非略体歌）

680年前後以降 （法隆寺命過幡）

調露二年銘宝相花文塼 680

龍朔元年銘文武王陵碑片 681 山上碑

己丑年銘阿弥陀仏及諸佛菩薩像 689

690年前後以降 追記・後刻の造像記・墓誌の登場

唐（周）、新羅王輔国大将軍行左豹韜大将軍鶏州大都督に冊封 692 出雲鰐淵寺観音菩薩台座銘

694 法隆寺銅板造像記

金仁問碑 695推定

698推定 長谷寺法華説相図

700 那須国造碑

701 （大宝律令）

702 豊前長谷寺観音菩薩台座銘 遣唐使再開・日本国号を伝える。
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形
で
あ
る
よ
う
に
、
府
中
＝
外
朝
が
備
わ
り
、
国
家
統
治
の
法
の
体
系
と
様
々
な

制
度
・
人
員
が
整
っ
て
初
め
て
国
家
と
な
る
。

　

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
国
語
・
国
土
を
共
有
し
て
い
る
と

考
え
る
人
び
と
が
、
共
通
の
法
の
も
と
に
義
務
と
権
利
を
確
認
し
あ
い
、
負
担
と

受
益
が
持
続
的
に
営
ま
れ
る
制
度
が
整
い
、
対
外
的
な
一
体
感
を
有
し
た
時
を

も
っ
て
国
家
の
成
立
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
国
語
の
誕
生
と
国
家
の
誕
生
と
い
う

二
つ
の
過
程
が
見
事
な
ま
で
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ
と
の

意
味
は
大
き
い
。

　
四
．二
　
な
ぜ
高
句
麗
・
百
済
で
は
な
く

　
　
　
　 

新
羅
が
韓
半
島
統
一
国
家
と
成
っ
た
の
か

　

再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
韓
半
島
で
考
え
て
み
よ
う
。

　

国
家
へ
の
熟
度
か
ら
言
え
ば
間
違
い
な
く
高
句
麗
が
先
行
し
て
い
た
。
し
か
も

五
世
紀
代
に
は
新
羅
を
「
属
国
」
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
続
く
の
は
百
済
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
両
国
は
、
早
く
か
ら
中
国
冊
封
体
制
の
構
成
員
と
し
て
、
一

貫
し
て
漢
文
体
を
公
用
文
体
と
し
た
。
漢
文
体
と
は
異
な
る
構
造
を
も
っ
て
韓
半

島
に
飛
び
交
っ
て
い
た
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
に
韓
半
島
に
暮
ら
す
人
々
の
国
語
と

し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
。

　

僅
か
に
高
句
麗
は
、「
属
国
」
と
し
て
扱
っ
た
新
羅
王
権
に
対
し
て
、「
新
羅
文

体
」
を
意
識
し
た
文
を
示
し
た
が
（
中
原
高
句
麗
碑
）、
国
語
と
し
て
の
形
成
を

図
っ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。

　

逆
に
新
羅
は
、「
属
国
」
扱
い
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
金
石
文
を
書
き
出
す
当
初

か
ら
、
地
域
に
飛
び
交
う
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
に
治
め
よ
う
と
す
る
意
思
が
強

か
っ
た
。
ま
た
多
く
の
人
々
が
そ
の
過
程
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
遅
く
と
も
五
〇

〇
年
前
後
か
ら
「
新
羅
文
体
」
の
確
立
を
模
索
し
て
い
っ
た
。
そ
の
延
長
線
上
に

新
羅
文
体
、
今
日
の
韓
国
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

遅
れ
て
中
国
冊
封
体
制
・
中
華
世
界
シ
ス
テ
ム
に
参
加
し
た
こ
と
も
、「
新
羅

文
体
」
の
成
熟
を
促
し
た
と
見
ら
れ
る
。
新
羅
は
、
中
国
冊
封
体
制
・
中
華
世
界

シ
ス
テ
ム
の
構
成
員
と
な
っ
て
か
ら
も
、
国
際
公
用
文
体
で
あ
る
漢
文
体
と
「
新

羅
文
体
」
と
の
併
用
を
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、
ま
さ
に
韓
半
島
が
統
一
さ
れ
る
過
程

で
、
両
文
体
が
並
存
し
熟
度
を
増
し
た
こ
と
は
、
韓
半
島
の
人
々
を
新
羅
国
民
と

し
て
い
く
最
大
の
力
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旧
・
百
済
領
域
の
人
々
に

関
わ
る
と
見
ら
れ
る
金
石
文
が
漢
文
体
と
「
新
羅
文
体
」
の
並
存
と
見
ら
れ
る
こ

と
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
逆
に
、
中
国
冊
封
体
制
・
中
華
世
界
シ
ス
テ
ム
の
構
成

員
と
し
て
の
位
置
を
上
げ
る
こ
と
に
重
点
を
お
き
、
国
民
形
成
・
国
語
形
成
を
な

い
が
し
ろ
に
し
た
こ
と
が
、
高
句
麗
・
百
済
の
滅
亡
に
結
果
し
た
と
言
っ
て
は
言

い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
四
．三
　
書
記
言
語
も
﹁
倭
文
体
﹂
と
す
る
こ
と
で
列
島
社
会
を
統
一
し
た
日
本

　

他
方
、
倭
国
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
中
国
冊
封
体
制
・
中
華
世
界
シ
ス
テ
ム
の

構
成
員
で
あ
っ
た
が
、
六
世
紀
に
入
る
と
中
国
に
対
す
る
遣
使
朝
貢
を
止
め
、
再

開
後
も
冊
封
を
受
け
な
い
立
場
、
絶
域
国
の
立
場
に
転
換
し
た
。

　

新
羅
が
遅
れ
て
中
国
冊
封
体
制
・
中
華
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
に
入
り
込
み
周
辺

国
と
し
て
の
位
置
を
確
立
す
る
求
心
的
な
動
き
を
示
し
た
こ
と
に
対
し
、
倭
国
は

中
華
世
界
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
脱
す
る
遠
心
的
な
動
き
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
が
、
漢
文
体
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
七
世
紀
半
ば
以
降
、
急
速
度
で

「
倭
文
体
」
を
生
み
出
し
、
漢
文
体
と
「
倭
文
体
」
の
並
存
す
る
状
況
を
生
ん
で

い
っ
た
こ
と
と
対
応
す
る
。
話
し
言
葉
（
音
声
言
語
）
は
倭
文
体
、
書
き
言
葉

（
書
記
言
語
）
は
漢
文
体
と
い
う
分
裂
し
た
状
況
か
ら
、
音
声
言
語
も
書
記
言
語

も
「
倭
文
体
」
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
く
。

　

倭
国
は
、
新
羅
と
は
逆
に
、
漢
文
体
の
蓄
積
の
中
か
ら
「
倭
文
体
」
を
生
み
出

し
、
や
が
て
和
文
体
、
日
本
語
へ
と
結
晶
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

倭
国
は
対
抗
す
る
だ
け
の
他
の
強
大
な
政
治
勢
力
を
日
本
列
島
内
に
持
っ
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
統
合
は
比
較
的
楽
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
立
場
を
生

か
し
て
絶
域
国
の
選
択
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

倭
国
と
新
羅
の
中
国
王
朝
に
対
す
る
動
き
に
は
、
一
時
逆
行
す
る
も
の
が
あ
っ
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た
と
は
い
え
、
両
国
と
も
に
国
語
・
国
民
形
成
を
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
て
の
国

家
形
成
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
初
頭
以
降
、
東
ア

ジ
ア
世
界
が
唐
・（
統
一
）
新
羅
・
日
本
と
い
う
構
造
で
秩
序
化
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

韓
半
島
の
最
後
的
な
統
一
に
は
渤
海
滅
亡
後
の
吸
収
を
経
て
の
高
麗
の
成
立
、

日
本
列
島
の
最
終
的
な
統
一
は
都
を
京
都
に
移
し
て
の
東
北
経
営
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
な
枠
組
み
は
こ
こ
に
成
立
し
た
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
本
的
な
力
は
、
国
語
の
共
有
を
も
っ
て
国
民
形
成
を

図
っ
た
韓
半
島
・
日
本
列
島
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
々
の
動
き
で
あ
っ
た
。

　

金
石
文
は
そ
の
確
か
な
証
人
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
刻
み
込
む
超
一
級
の
同
時

代
史
料
で
あ
っ
た
。

　

分
け
て
も
、
そ
の
定
点
と
も
言
え
る
上
野
三
碑
は
、
韓
国
の
多
く
の
石
碑
が
韓

国
国
宝
で
あ
る
よ
う
に
、
間
違
い
な
く
日
本
列
島
に
お
け
る
至
宝
中
の
至
宝
で
あ

り
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
の
記
憶
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
七
月
、
韓
国
東
亜
歴
史
学
会
が
訪
日
、
高
麗
神
社
（
埼

玉
県
日
高
市
）、
上
野
三
碑
・
綿
貫
観
音
山
古
墳
・
八
幡
観
音
塚
古
墳
（
高
崎

市
）、
埼
玉
古
墳
群
（
埼
玉
県
行
田
市
）
を
視
察
、
六
日
、
高
麗
神
社
で
開
催
さ

れ
た
研
究
会
で
の
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。




